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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関と車輪とを結ぶ動力伝達経路に、前記内燃機関の側から順に、第一係合装置、
回転電機、及び第二係合装置が設けられた車両用駆動装置を制御対象とする制御装置であ
って、
　前記内燃機関が回転停止している状態から、前記回転電機の出力トルクを前記車輪に伝
達しつつ、前記回転電機によって前記内燃機関を始動させる際に、
　前記第二係合装置を滑り係合状態に制御する第二滑り制御を実行し、
　前記第二滑り制御の実行中に、解放状態である前記第一係合装置を滑り係合状態に制御
する第一滑り制御を実行し、
　前記第一滑り制御において、前記回転電機の回転速度を低下させるように、前記第一係
合装置の係合圧を制御し、
　前記第一滑り制御の実行中に、前記回転電機は、当該回転電機が出力可能な最大トルク
を出力し、
　前記第一滑り制御における前記第一係合装置の係合圧の制御は、前記回転電機側から前
記第一係合装置を介して前記内燃機関側に伝達されるトルクと、前記第二係合装置を介し
て前記車輪側に伝達されるトルクとの合計値が、前記回転電機が出力可能な前記最大トル
クを上回るように、前記第一係合装置の係合圧を制御するものである車両用駆動装置の制
御装置。
【請求項２】
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　前記第一滑り制御において、前記第二係合装置を滑り係合状態に維持できる範囲内で、
前記第一係合装置の係合圧を制御する請求項１に記載の車両用駆動装置の制御装置。
【請求項３】
　前記第二滑り制御の実行中に、前記回転電機の回転速度を、前記第二係合装置の回転速
度差がなくなる前記回転電機の回転速度である同期回転速度よりも高い目標回転速度に近
づけるように、前記回転電機を制御する回転速度制御を実行し、
　前記目標回転速度が、前記内燃機関が始動可能な前記内燃機関の回転速度以上に設定さ
れている請求項１又は２に記載の車両用駆動装置の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関と車輪とを結ぶ動力伝達経路に、前記内燃機関の側から順に、第一
係合装置、回転電機、及び第二係合装置が設けられた車両用駆動装置を制御対象とする制
御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のような制御装置に関して、例えば下記の特許文献１に記載された技術が既に知ら
れている。特許文献１の技術では、内燃機関を始動するために、第一係合装置を滑り係合
状態に制御して、第一係合装置を介して回転電機の出力トルクを内燃機関に伝達し、内燃
機関の回転速度を上昇させていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－７３７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の技術では、内燃機関を車輪から切り離して回転電機を車輪
の駆動力源として走行する電動モード（ＥＶモード）において、回転電機には、車輪に伝
達するトルクとは別に、内燃機関を始動するために必要なトルクを常に確保しておく必要
がある。そのため、電動モードにおいて回転電機が車輪に伝達可能なトルクは、回転電機
が出力可能な最大トルクに対して、内燃機関の始動に必要なトルク分だけ低いトルクとな
らざるを得ず、その分だけ、電動モードを実行可能なトルク領域が狭く設定されていた。
【０００５】
　そこで、電動モードを実行可能なトルク領域を拡大することができる車両用駆動装置の
制御装置が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記に鑑みた、内燃機関と車輪とを結ぶ動力伝達経路に、前記内燃機関の側から順に、
第一係合装置、回転電機、及び第二係合装置が設けられた車両用駆動装置を制御対象とす
る制御装置の特徴構成は、前記内燃機関が回転停止している状態から、前記回転電機の出
力トルクを前記車輪に伝達しつつ、前記回転電機によって前記内燃機関を始動させる際に
、前記第二係合装置を滑り係合状態に制御する第二滑り制御を実行し、前記第二滑り制御
の実行中に、解放状態である前記第一係合装置を滑り係合状態に制御する第一滑り制御を
実行し、前記第一滑り制御において、前記回転電機の回転速度を低下させるように、前記
第一係合装置の係合圧を制御し、前記第一滑り制御の実行中に、前記回転電機は、当該回
転電機が出力可能な最大トルクを出力し、前記第一滑り制御における前記第一係合装置の
係合圧の制御は、前記回転電機側から前記第一係合装置を介して前記内燃機関側に伝達さ
れるトルクと、前記第二係合装置を介して前記車輪側に伝達されるトルクとの合計値が、
前記回転電機が出力可能な前記最大トルクを上回るように、前記第一係合装置の係合圧を
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制御するものである点にある。
【０００７】
　上記の特徴構成によれば、第二滑り制御の実行中に、回転電機の回転速度が、第一滑り
制御により低下する。そして、このような回転電機の回転速度の低下に対する反力として
のイナーシャトルクが、第一係合装置を介して内燃機関側に伝達される。すなわち、回転
電機の回転エネルギをトルクに変換して内燃機関側に伝達することで、回転電機の出力ト
ルクよりも大きいトルクを内燃機関側へ伝達することができる。従って、内燃機関を始動
するために必要なトルクとして、車輪に伝達するトルクとは別に確保しておく必要がある
回転電機のトルクを、その分だけ小さくすることができる。これにより、電動モードの実
行中に回転電機から車輪側へ伝達することができるトルクを大きく確保することが可能と
なり、その結果、電動モードを実行可能なトルク領域を拡大することができる。
　また、滑り係合状態の第一係合装置を介して回転電機側から内燃機関側に伝達される伝
達トルクと、滑り係合状態の第二係合装置を介して回転電機側から車輪側に伝達される伝
達トルクと、の合計伝達トルクが、回転電機の最大トルクを上回り、回転電機の出力トル
クが不足する。従って、第一滑り制御において、回転電機の回転速度を低下させるように
、第一係合装置の係合圧が制御されることになる。これにより、回転電機の回転速度の低
下に対する反力としてのイナーシャトルクを、内燃機関側に伝達することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る車両用駆動装置及び制御装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】実施形態に係る制御装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】比較例に係る、内燃機関の始動制御の制御挙動を説明するタイムチャートである
。
【図４】実施形態に係る、内燃機関の始動制御の制御挙動を説明するタイムチャートであ
る。
【図５】実施形態に係る、内燃機関の始動制御の処理を説明するフローチャートである。
【図６】その他の実施形態に係る車両用駆動装置及び制御装置の概略構成を示す模式図で
ある。
【図７】その他の実施形態に係る車両用駆動装置及び制御装置の概略構成を示す模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
１．実施形態
　車両用駆動装置１の制御装置３０（以下、単に制御装置３０と称す）の実施形態につい
て、図面を参照して説明する。図１は、本実施形態に係る車両用駆動装置１及び制御装置
３０の概略構成を示す模式図である。この図において、実線は駆動力の伝達経路を示し、
破線は作動油の供給経路を示し、一点鎖線は信号の伝達経路を示している。この図に示す
ように、本実施形態に係る車両用駆動装置１は、概略的には、内燃機関ＥＮＧ及び回転電
機ＭＧを駆動力源として備え、これらの駆動力源の駆動力を、動力伝達機構を介して車輪
Ｗへ伝達する構成となっている。車両用駆動装置１には、内燃機関ＥＮＧと車輪Ｗとを結
ぶ動力伝達経路２に、内燃機関ＥＮＧの側から順に、第一係合装置ＣＬ１、回転電機ＭＧ
、及び第二係合装置ＣＬ２が設けられている。
　本実施形態に係る車両用駆動装置１には、回転電機ＭＧと車輪Ｗとの間の動力伝達経路
２に変速装置ＴＭが備えられており、第二係合装置ＣＬ２は、変速装置ＴＭに備えられた
複数の係合装置の中の１つとされる。
【００１０】
　なお、本願において「回転電機」は、モータ（電動機）、ジェネレータ（発電機）、及
び必要に応じてモータ及びジェネレータの双方の機能を果たすモータ・ジェネレータのい
ずれをも含む概念として用いている。
【００１１】
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　ハイブリッド車両には、車両用駆動装置１を制御対象とする制御装置３０が備えられて
いる。本実施形態に係わる制御装置３０は、回転電機ＭＧの制御を行う回転電機制御ユニ
ット３２と、変速装置ＴＭ、第一係合装置ＣＬ１、及び第二係合装置ＣＬ２の制御を行う
動力伝達制御ユニット３３と、これらの制御装置を統合して車両用駆動装置１の制御を行
う車両制御ユニット３４と、を有している。また、ハイブリッド車両には、内燃機関ＥＮ
Ｇの制御を行う内燃機関制御装置３１も備えられている。
【００１２】
　制御装置３０は、図２に示すように、内燃機関ＥＮＧの始動制御を行う始動制御部４７
などの機能部を備えている。
　始動制御部４７は、内燃機関ＥＮＧが回転停止している状態から、回転電機ＭＧの出力
トルクを車輪Ｗに伝達しつつ、回転電機ＭＧによって内燃機関ＥＮＧを始動させる加速始
動制御を実行する際に、第二係合装置ＣＬ２を滑り係合状態に制御する第二滑り制御を実
行する。始動制御部４７は、第二滑り制御の実行中に、解放状態である第一係合装置ＣＬ
１を滑り係合状態に制御する第一滑り制御を実行する。始動制御部４７は、第一滑り制御
において、回転電機ＭＧの回転速度を低下させるように、第一係合装置ＣＬ１の係合圧を
制御する。
　以下、本実施形態に係る車両用駆動装置１及び制御装置３０について、詳細に説明する
。
【００１３】
１－１．車両用駆動装置１の構成
　まず、本実施形態に係るハイブリッド車両の車両用駆動装置１の構成について説明する
。図１に示すように、ハイブリッド車両は、車両の駆動力源として内燃機関ＥＮＧ及び回
転電機ＭＧを備え、これらの内燃機関ＥＮＧと回転電機ＭＧとが直列に駆動連結されるパ
ラレル方式のハイブリッド車両となっている。ハイブリッド車両は、変速装置ＴＭを備え
ており、当該変速装置ＴＭにより、入力軸Ｉに伝達された内燃機関ＥＮＧ及び回転電機Ｍ
Ｇの回転速度を変速すると共にトルクを変換して出力軸Ｏに伝達する。
【００１４】
　なお、本願において、「駆動連結」とは、２つの回転要素が駆動力を伝達可能に連結さ
れた状態を指し、当該２つの回転要素が一体的に回転するように連結された状態、或いは
当該２つの回転要素が一又は二以上の伝動部材を介して駆動力を伝達可能に連結された状
態を含む概念として用いている。このような伝動部材としては、回転を同速で又は変速し
て伝達する各種の部材が含まれ、例えば、軸、歯車機構、ベルト、チェーン等が含まれる
。また、このような伝動部材として、回転及び駆動力を選択的に伝達する係合装置、例え
ば摩擦係合装置や噛み合い式係合装置等が含まれていてもよい。
【００１５】
　内燃機関ＥＮＧは、燃料の燃焼により駆動される熱機関であり、例えば、ガソリンエン
ジンやディーゼルエンジンなどの公知の各種内燃機関を用いることができる。本例では、
内燃機関ＥＮＧのクランクシャフト等の内燃機関出力軸Ｅｏが、第一係合装置ＣＬ１を介
して入力軸Ｉと選択的に駆動連結される。
【００１６】
　回転電機ＭＧは、非回転部材としてのケースに固定されたステータと、このステータと
対応する位置で回転自在に支持されたロータと、を有している。この回転電機ＭＧのロー
タは、入力軸Ｉと一体回転するように駆動連結されている。すなわち、本実施形態におい
ては、入力軸Ｉに内燃機関ＥＮＧ及び回転電機ＭＧの双方が駆動連結される構成となって
いる。回転電機ＭＧは、直流交流変換を行うインバータを介して蓄電装置としてのバッテ
リに電気的に接続されている。そして、回転電機ＭＧは、電力の供給を受けて動力を発生
するモータ（電動機）としての機能と、動力の供給を受けて電力を発生するジェネレータ
（発電機）としての機能と、を果たすことが可能とされている。すなわち、回転電機ＭＧ
は、インバータを介してバッテリからの電力供給を受けて力行し、或いは内燃機関ＥＮＧ
や車輪Ｗから伝達される回転駆動力により発電し、発電された電力は、インバータを介し
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てバッテリに蓄電される。
【００１７】
　入力軸Ｉには、変速装置ＴＭが駆動連結されている。本実施形態では、変速装置ＴＭは
、変速比の異なる複数の変速段を有する有段の自動変速装置である。変速装置ＴＭは、こ
れら複数の変速段を形成するため、遊星歯車機構等の歯車機構と複数の係合装置とを備え
ている。本実施形態では、複数の係合装置の中の一つが、第二係合装置ＣＬ２とされる。
本例では、第二係合装置ＣＬ２はクラッチとされている。また、図１では、第二係合装置
ＣＬ２の回転電機ＭＧ側の係合部材と一体回転する回転部材に第一回転部材の符号「Ｒ１
」を付し、第二係合装置ＣＬ２の車輪Ｗ側の係合部材と一体回転する回転部材に第二回転
部材の符号「Ｒ２」を付している。なお、第一回転部材Ｒ１は、第二係合装置ＣＬ２に対
して回転電機ＭＧ側の回転部材であって第二係合装置ＣＬ２との間に他の係合装置を介し
ていない回転部材であれば、いずれの回転部材であってもよい。同様に、第二回転部材Ｒ
２は、第二係合装置ＣＬ２に対して車輪Ｗ側の回転部材であって第二係合装置ＣＬ２との
間に他の係合装置を介していない回転部材であれば、いずれの回転部材であってもよい。
【００１８】
　この変速装置ＴＭは、各変速段の変速比で、入力軸Ｉの回転速度を変速するとともにト
ルクを変換して、出力軸Ｏへ伝達する。変速装置ＴＭから出力軸Ｏへ伝達されたトルクは
、差動歯車装置ＤＦを介して左右２つの車軸ＡＸに分配されて伝達され、各車軸ＡＸに駆
動連結された車輪Ｗに伝達される。ここで、変速比は、変速装置ＴＭにおいて各変速段が
形成された場合の、出力軸Ｏの回転速度に対する入力軸Ｉの回転速度の比であり、本願で
は入力軸Ｉの回転速度を出力軸Ｏの回転速度で除算した値である。すなわち、入力軸Ｉの
回転速度を変速比で除算した回転速度が、出力軸Ｏの回転速度になる。また、入力軸Ｉか
ら変速装置ＴＭに伝達されるトルクに、変速比を乗算したトルクが、変速装置ＴＭから出
力軸Ｏに伝達されるトルクになる。
【００１９】
　本例では、変速装置ＴＭの複数の係合装置（第二係合装置ＣＬ２）、及び第一係合装置
ＣＬ１は、それぞれ摩擦材を有して構成されるクラッチやブレーキ等の摩擦係合要素であ
る。これらの摩擦係合要素は、供給される油圧を制御することによりその係合圧を制御し
て伝達トルク容量の増減を連続的に制御することが可能とされている。このような摩擦係
合要素としては、例えば湿式多板クラッチや湿式多板ブレーキ等が好適に用いられる。
【００２０】
　摩擦係合要素は、その係合部材間の摩擦により、係合部材間でトルクを伝達する。摩擦
係合要素の係合部材間に回転速度差（滑り）がある場合は、動摩擦により回転速度の大き
い方の部材から小さい方の部材に伝達トルク容量の大きさのトルク（スリップトルク）が
伝達される。摩擦係合要素の係合部材間に回転速度差（滑り）がない場合は、摩擦係合要
素は、伝達トルク容量の大きさを上限として、静摩擦により摩擦係合要素の係合部材間に
作用するトルクを伝達する。ここで、伝達トルク容量とは、摩擦係合要素が摩擦により伝
達することができる最大のトルクの大きさである。伝達トルク容量の大きさは、摩擦係合
要素の係合圧に比例して変化する。係合圧とは、入力側係合部材（摩擦板）と出力側係合
部材（摩擦板）とを相互に押し付け合う圧力（又は力）である。本実施形態では、係合圧
は、供給されている油圧の大きさに比例して変化する。すなわち、本実施形態では、伝達
トルク容量の大きさは、摩擦係合要素に供給されている油圧の大きさに比例して変化する
。
【００２１】
　各摩擦係合要素は、リターンばねを備えており、ばねの反力により解放側に付勢されて
いる。そして、各摩擦係合要素の油圧シリンダに供給される油圧により生じる力がばねの
反力を上回ると、各摩擦係合要素に伝達トルク容量が生じ始め、各摩擦係合要素は、解放
状態から係合状態に変化する。この伝達トルク容量が生じ始めるときの油圧を、ストロー
クエンド圧と称す。各摩擦係合要素は、供給される油圧がストロークエンド圧を上回った
後、油圧の増加に比例して、その伝達トルク容量が増加するように構成されている。なお
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、摩擦係合要素は、リターンばねを備えておらず、油圧シリンダのピストンの両側にかか
る油圧の差圧によって制御させる構造でもよい。
【００２２】
　本実施形態において、係合状態とは、摩擦係合要素に伝達トルク容量が生じている状態
であり滑り係合状態と直結係合状態とが含まれる。解放状態とは、摩擦係合要素に伝達ト
ルク容量が生じていない状態である。また、滑り係合状態とは、摩擦係合要素の係合部材
間に回転速度差（滑り）がある係合状態であり、直結係合状態とは、摩擦係合要素の係合
部材間に回転速度差（滑り）がない係合状態である。また、非直結係合状態とは、直結係
合状態以外の係合状態であり、解放状態と滑り係合状態とが含まれる。
【００２３】
　なお、摩擦係合要素には、制御装置３０により伝達トルク容量を生じさせる指令が出さ
れていない場合でも、係合部材（摩擦部材）同士の引き摺りによって伝達トルク容量が生
じる場合がある。例えば、ピストンにより摩擦部材同士が押圧されていない場合でも、摩
擦部材同士が接触し、摩擦部材同士の引き摺りによって伝達トルク容量が生じる場合があ
る。そこで、「解放状態」には、制御装置３０が摩擦係合装置に伝達トルク容量を生じさ
せる指令を出していない場合に、摩擦部材同士の引き摺りにより、伝達トルク容量が生じ
ている状態も含まれるものとする。
【００２４】
１－２．油圧制御系の構成
　車両用駆動装置１の油圧制御系は、車両の駆動力源や専用のモータによって駆動される
油圧ポンプから供給される作動油の油圧を所定圧に調整するための油圧制御装置ＰＣを備
えている。ここでは詳しい説明を省略するが、油圧制御装置ＰＣは、油圧調整用のリニア
ソレノイド弁などの油圧制御弁からの信号圧に基づき一又は二以上の調整弁の開度を調整
することにより、当該調整弁からドレインする作動油の量を調整して作動油の油圧を一又
は二以上の所定圧に調整する。所定圧に調整された作動油は、それぞれ必要とされるレベ
ルの油圧で、変速装置ＴＭ、並びに第一係合装置ＣＬ１や第二係合装置ＣＬ２等の各摩擦
係合要素等に供給される。
【００２５】
１－３．制御装置の構成
　次に、車両用駆動装置１の制御を行う制御装置３０及び内燃機関制御装置３１の構成に
ついて、図２を参照して説明する。
　制御装置３０の制御ユニット３２～３４及び内燃機関制御装置３１は、ＣＰＵ等の演算
処理装置（コンピュータ）を中核部材として備えるとともに、当該演算処理装置からデー
タを読み出し及び書き込みが可能に構成されたＲＡＭ（ランダム・アクセス・メモリ）や
、演算処理装置からデータを読み出し可能に構成されたＲＯＭ（リード・オンリ・メモリ
）等の記憶装置等を有して構成されている。そして、制御装置のＲＯＭ等に記憶されたソ
フトウェア（プログラム）又は別途設けられた演算回路等のハードウェア、或いはそれら
の両方により、制御装置３０の各機能部４１～４７などが構成されている。また、制御装
置３０の制御ユニット３２～３４及び内燃機関制御装置３１は、互いに通信を行うように
構成されており、センサの検出情報及び制御パラメータ等の各種情報を共有するとともに
協調制御を行い、各機能部４１～４７の機能が実現される。
【００２６】
　また、車両用駆動装置１は、センサＳｅ１～Ｓｅ５などのセンサを備えており、各セン
サから出力される電気信号は制御装置３０及び内燃機関制御装置３１に入力される。制御
装置３０及び内燃機関制御装置３１は、入力された電気信号に基づき各センサの検出情報
を算出する。入力回転速度センサＳｅ１は、入力軸Ｉの回転速度を検出するためのセンサ
である。制御装置３０は、入力回転速度センサＳｅ１の入力信号に基づいて入力軸Ｉの回
転速度（角速度）を検出する。出力回転速度センサＳｅ２は、出力軸Ｏの回転速度を検出
するためのセンサである。制御装置３０は、出力回転速度センサＳｅ２の入力信号に基づ
いて出力軸Ｏの回転速度（角速度）を検出する。また、出力軸Ｏの回転速度は車速に比例
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するため、制御装置３０は、出力回転速度センサＳｅ２の入力信号に基づいて車速を算出
する。機関回転速度センサＳｅ３は、内燃機関出力軸Ｅｏ（内燃機関ＥＮＧ）の回転速度
を検出するためのセンサである。内燃機関制御装置３１は、機関回転速度センサＳｅ３の
入力信号に基づいて内燃機関ＥＮＧの回転速度（角速度）を検出する。
【００２７】
　シフト位置センサＳｅ４は、運転者により操作されるシフトレバーの選択位置（シフト
位置）を検出するためのセンサである。制御装置３０は、シフト位置センサＳｅ４の入力
信号に基づいてシフト位置を検出する。シフトレバーは、パーキングレンジ（Ｐレンジ）
、後進走行レンジ（Ｒレンジ）、ニュートラルレンジ（Ｎレンジ）、前進走行レンジ（Ｄ
レンジ）などに選択可能とされている。
　アクセル開度センサＳｅ５は、アクセルペダルの操作量を検出するためのセンサである
。制御装置３０は、アクセル開度センサＳｅ５の入力信号に基づいてアクセル開度を検出
する。
【００２８】
１－３－１．内燃機関制御装置３１
　内燃機関制御装置３１は、内燃機関ＥＮＧの動作制御を行う内燃機関制御部４１を備え
ている。本実施形態では、内燃機関制御部４１は、統合制御部４６から内燃機関要求トル
クが指令されている場合は、内燃機関ＥＮＧが内燃機関要求トルクを出力するように制御
するトルク制御を行う。
【００２９】
　内燃機関制御部４１は、内燃機関の燃焼開始要求があった場合は、内燃機関ＥＮＧへの
燃料供給及び点火を開始するなどして、内燃機関ＥＮＧの燃焼を開始する制御を行う。ま
た、内燃機関制御部４１は、統合制御部４６などから内燃機関ＥＮＧの回転停止指令があ
った場合は、内燃機関ＥＮＧへの燃料供給や点火などを停止して、内燃機関ＥＮＧを回転
停止状態にする。
【００３０】
１－３－２．回転電機制御ユニット３２
　回転電機制御ユニット３２は、回転電機ＭＧの動作制御を行う回転電機制御部４２を備
えている。本実施形態では、回転電機制御部４２は、統合制御部４６から回転電機要求ト
ルクが指令されている場合は、回転電機ＭＧが回転電機要求トルクを出力するように制御
する。具体的には、回転電機制御部４２は、インバータが備える複数のスイッチング素子
をオンオフ制御することにより、回転電機ＭＧの出力トルクを制御する。
【００３１】
１－３－３．動力伝達制御ユニット３３
　動力伝達制御ユニット３３は、変速装置ＴＭの制御を行う変速制御部４３と、第一係合
装置ＣＬ１の制御を行う第一係合装置制御部４４と、第二係合装置ＣＬ２の制御を行う第
二係合装置制御部４５と、を備えている。
【００３２】
１－３－３－１．変速制御部４３
　変速制御部４３は、変速装置ＴＭに変速段を形成する制御を行う。変速制御部４３は、
車速、アクセル開度、及びシフト位置などのセンサ検出情報に基づいて変速装置ＴＭにお
ける目標変速段を決定する。そして、変速制御部４３は、油圧制御装置ＰＣを介して変速
装置ＴＭに備えられた複数の係合装置に供給される油圧を制御することにより、各係合装
置を係合又は解放して目標とされた変速段を変速装置ＴＭに形成させる。具体的には、変
速制御部４３は、油圧制御装置ＰＣに各係合装置の目標油圧（油圧指令）を指令し、油圧
制御装置ＰＣは、指令された目標油圧（油圧指令）の油圧を各係合装置に供給する。本実
施形態では、変速制御部４３は、油圧制御装置ＰＣが備えた各油圧制御弁に供給される信
号値を制御することにより、各係合装置に供給される油圧を制御するように構成されてい
る。
【００３３】
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１－３－３－２．第一係合装置制御部４４
　第一係合装置制御部４４は、第一係合装置ＣＬ１の係合の状態を制御する。本実施形態
では、第一係合装置制御部４４は、第一係合装置ＣＬ１に供給される油圧が、統合制御部
４６から指令された第一係合装置ＣＬ１の油圧指令に一致するように、油圧制御装置ＰＣ
に備えられた各油圧制御弁に供給される信号値を制御する。
【００３４】
１－３－３－３．第二係合装置制御部４５
　第二係合装置制御部４５は、第二係合装置ＣＬ２の係合の状態を制御する。本実施形態
では、第二係合装置制御部４５は、第二係合装置ＣＬ２に供給される油圧が、統合制御部
４６から指令された第二係合装置ＣＬ２の油圧指令に一致するように、油圧制御装置ＰＣ
に備えられた各油圧制御弁に供給される信号値を制御する。
【００３５】
１－３－４．車両制御ユニット３４
　車両制御ユニット３４は統合制御部４６を備えており、統合制御部４６は始動制御部４
７を備えている。
【００３６】
１－３－４－１．統合制御部４６
　統合制御部４６は、内燃機関ＥＮＧ、回転電機ＭＧ、変速装置ＴＭ、第一係合装置ＣＬ
１、及び第二係合装置ＣＬ２等に対して行われる各種トルク制御、及び各係合装置の係合
制御等を車両全体として統合する制御を行う。
　統合制御部４６は、アクセル開度、車速、及びバッテリの充電量等に応じて、車輪Ｗの
駆動のために要求されているトルクであって、駆動力源側から車輪Ｗ側に伝達される目標
駆動力である車両要求トルクを算出するとともに、内燃機関ＥＮＧ及び回転電機ＭＧの運
転モードを決定する。運転モードとして、内燃機関ＥＮＧを車輪Ｗから切り離して回転電
機ＭＧを車輪Ｗの駆動力源として走行する電動モードと、少なくとも内燃機関ＥＮＧを駆
動力源として走行するパラレルモードと、を有する。例えば、アクセル開度が小さく、バ
ッテリの充電量が大きい場合に、運転モードとして電動モードが決定され、それ以外の場
合、すなわち、アクセル開度が大きい、もしくはバッテリの充電量が小さい場合に、運転
モードとしてパラレルモードが決定される。なお、本実施形態では、電動モードは、回転
電機ＭＧのみを車輪Ｗの駆動力源として走行するモードとなっている。このような電動モ
ードは、一般的にＥＶ（電気自動車）モードとも呼ばれる。
【００３７】
　そして、統合制御部４６は、車両要求トルク、運転モード、及びバッテリの充電量等に
基づいて、内燃機関ＥＮＧに対して要求する出力トルクである内燃機関要求トルク、回転
電機ＭＧに対して要求する出力トルクである回転電機要求トルク、第一係合装置ＣＬ１に
供給する油圧の目標である油圧指令、及び第二係合装置ＣＬ２に供給する油圧の目標であ
る油圧指令を算出し、それらを他の制御部４１～４５に指令して統合制御を行う。なお、
加速始動制御を行っている場合は、始動制御部４７が、内燃機関要求トルク、回転電機要
求トルク、第一係合装置ＣＬ１の油圧指令、及び第二係合装置ＣＬ２の油圧指令を算出し
、それらを他の制御部４１～４５に指令する。
【００３８】
１－３－４－２．始動制御部４７
１－３－４－２－１．加速始動制御
　始動制御部４７は、内燃機関ＥＮＧが回転停止している状態から、回転電機ＭＧの出力
トルクを車輪Ｗに伝達しつつ、回転電機ＭＧにより内燃機関ＥＮＧを始動させる加速始動
制御を実行する際に、第二係合装置ＣＬ２を滑り係合状態に制御する第二滑り制御を実行
する。始動制御部４７は、第二滑り制御の実行中に、車輪Ｗを前進方向に回転させる向き
のトルクが第二係合装置ＣＬ２を介して伝達されるように、回転電機ＭＧを制御する。こ
のような第二係合装置ＣＬ２によるトルク伝達を実現するため、始動制御部４７は、第二
滑り制御の実行中に、第二係合装置ＣＬ２に対して回転電機ＭＧ側の第一回転部材Ｒ１の
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回転速度と、第二係合装置ＣＬ２に対して車輪Ｗ側の第二回転部材Ｒ２の回転速度と、を
同じ回転部材での回転速度に換算した場合に、第一回転部材Ｒ１の回転速度が第二回転部
材Ｒ２の回転速度よりも高い回転速度になるように、回転電機ＭＧを制御する。言い換え
ると、始動制御部４７は、第二滑り制御の実行中に、回転電機ＭＧの回転速度が、第二係
合装置ＣＬ２の回転速度差がなくなる回転電機ＭＧの回転速度である同期回転速度よりも
高い回転速度になるように、回転電機ＭＧを制御する。本実施形態では、始動制御部４７
は、この第二滑り制御の実行中に、回転電機ＭＧの回転速度を同期回転速度よりも高い目
標回転速度に近づけるように、回転電機ＭＧを制御する回転速度制御を実行する。また、
始動制御部４７は、解放状態である第一係合装置ＣＬ１を、第二滑り制御の実行中に、滑
り係合状態に制御する第一滑り制御を実行する。
【００３９】
　なお、上記「車輪Ｗを前進方向に回転させる向きのトルク」とは、車両の前進状態での
車輪Ｗの回転方向と同じ方向のトルクであり、そのような向きのトルクが「第二係合装置
ＣＬ２を介して伝達される」とは、車輪Ｗに伝達された際に、その向きとなるトルクが第
二係合装置ＣＬ２を介して伝達されることである。また、上記「同じ回転部材での回転速
度に換算」とは、第一回転部材Ｒ１と第二回転部材Ｒ２との間の動力伝達機構の変速比を
考慮して、各回転部材の回転速度を、動力伝達経路における同じ位置（回転部材）での回
転速度に換算することを指す。例えば、第一回転部材Ｒ１と第二回転部材Ｒ２との間に歯
車機構等の変速機構がある場合には、当該変速機構の変速比を一方の回転速度に乗算する
ことで、第一回転部材Ｒ１と第二回転部材Ｒ２との双方の回転速度を同じ回転部材での回
転速度に換算することができる。
【００４０】
　加速始動制御では、内燃機関ＥＮＧの始動によるトルク変動が、第二係合装置ＣＬ２を
介して車輪Ｗに伝達されることを抑制するために、第二係合装置ＣＬ２が滑り係合状態に
制御される。また、車速が低い場合に、回転電機ＭＧの回転速度を、内燃機関ＥＮＧが始
動可能な内燃機関ＥＮＧの回転速度以上に上昇させるためにも、第二係合装置ＣＬ２が滑
り係合状態に制御される。滑り係合状態では、第二係合装置ＣＬ２の伝達トルク容量（係
合圧）に応じたトルク（スリップトルク）が、第二係合装置ＣＬ２を介して回転電機ＭＧ
側から車輪Ｗ側に伝達される。すなわち、回転電機ＭＧ側から車輪Ｗ側に伝達されるトル
クは、内燃機関ＥＮＧ側で生じたトルク変動に関わらず、第二係合装置ＣＬ２の伝達トル
ク容量（係合圧）に応じたスリップトルクとなる。
【００４１】
　また、加速始動制御では、内燃機関ＥＮＧの回転速度を上昇させるために、第一係合装
置ＣＬ１を滑り係合状態に制御して、回転電機ＭＧ側から内燃機関ＥＮＧ側にトルクを伝
達させる。滑り係合状態では、第一係合装置ＣＬ１の伝達トルク容量（係合圧）に応じた
トルク（スリップトルク）が、第一係合装置ＣＬ１を介して回転電機ＭＧ側から内燃機関
ＥＮＧ側に伝達される。すなわち、回転電機ＭＧ側から内燃機関ＥＮＧ側に伝達されるス
リップトルクは、第一係合装置ＣＬ１の伝達トルク容量（係合圧）に応じたトルクとなる
。
【００４２】
＜最大トルク超過制御＞
　回転電機ＭＧの回転速度の変動を抑制するためには、第二係合装置ＣＬ２のスリップト
ルク（絶対値）及び第一係合装置ＣＬ１のスリップトルク（絶対値）の合計スリップトル
クと、回転電機ＭＧの出力トルクとが釣り合うように、回転電機ＭＧの出力トルクを制御
することが考えられる。そのため、回転電機ＭＧの出力トルクを、第一係合装置ＣＬ１の
スリップトルクの増加分、第二係合装置ＣＬ２を介して車輪Ｗ側に伝達されているトルク
から増加させることが考えられる。しかし、アクセル開度が大きく、第二係合装置ＣＬ２
を介して車輪Ｗ側に伝達される回転電機ＭＧの出力トルクが大きい場合は、回転電機ＭＧ
の最大トルクＴｍｇｍｘに対して、第一係合装置ＣＬ１を介して内燃機関ＥＮＧ側に伝達
されるスリップトルクのために増加させることができる回転電機ＭＧの出力トルクの余裕



(10) JP 6350676 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

が小さい場合がある。しかし、内燃機関ＥＮＧの始動を早めるためには、第一係合装置Ｃ
Ｌ１を介して内燃機関ＥＮＧに伝達されるスリップトルクをできるだけ増加させることが
望ましい。
【００４３】
　そこで、始動制御部４７は、第一滑り制御において、回転電機の回転速度を低下させる
ように、第一係合装置ＣＬ１の係合圧を制御する。そのために、本実施形態では、始動制
御部４７は、第一滑り制御において、回転電機ＭＧが出力可能な最大トルクＴｍｇｍｘか
ら、滑り係合状態の第二係合装置ＣＬ２を介して回転電機ＭＧ側から車輪Ｗ側に伝達され
る伝達トルク（絶対値）（以下、第二係合装置ＣＬ２のスリップトルクとも称す）を減算
したトルク（以下、余裕トルクと称す）より大きいトルクを、第一係合装置ＣＬ１が回転
電機ＭＧ側から内燃機関ＥＮＧ側に伝達するように、第一係合装置ＣＬ１の係合圧を制御
する最大トルク超過制御を実行するように構成されている。ここで、回転電機ＭＧの最大
トルクＴｍｇｍｘは、通常の運転における各運転条件において出力されるトルク範囲の最
大値である。
【００４４】
　このように、回転電機ＭＧ側から第一及び第二係合装置ＣＬ１、ＣＬ２を介して、内燃
機関ＥＮＧ側及び車輪Ｗ側に伝達される合計スリップトルクが、回転電機ＭＧの最大トル
クＴｍｇｍｘを上回り、回転電機ＭＧの出力トルクが不足する。これにより、第一滑り制
御において、回転電機ＭＧの回転速度が低下する。そして、それと引き換えに、回転電機
ＭＧのイナーシャによるトルクが第一係合装置ＣＬ１を介して内燃機関ＥＮＧ側に伝達さ
れることとなり、結果として内燃機関ＥＮＧ側への伝達トルクを増加させることができる
。すなわち、回転電機ＭＧの回転エネルギを、トルクに変換し、内燃機関ＥＮＧ側に伝達
することができる。従って、内燃機関ＥＮＧを始動するために必要なトルクとして、車輪
Ｗに伝達するトルクとは別に確保しておく必要がある回転電機ＭＧのトルクを、その分だ
け小さくすることができる。これにより、電動モードの実行中に回転電機ＭＧから車輪Ｗ
側へ伝達することができるトルクを大きく確保することが可能となり、その結果、電動モ
ードを実行可能なトルク領域を拡大することができる。
【００４５】
　また、回転電機ＭＧの回転速度の低下に対する反力としてのイナーシャトルクを利用し
て、内燃機関ＥＮＧ側への伝達トルクを増加させることにより、車両の加速を維持しつつ
、内燃機関ＥＮＧの始動を早めることができる。すなわち、回転電機ＭＧの出力トルクが
不足して回転電機ＭＧの回転速度が低下するまで、第一係合装置ＣＬ１を介して内燃機関
ＥＮＧ側に伝達されるトルクを増加させることにより、回転電機ＭＧのイナーシャを利用
して、回転電機ＭＧの出力性能の限界を超えたトルクを内燃機関ＥＮＧ側に伝達でき、内
燃機関ＥＮＧの始動を早めることができる。
【００４６】
　一方、第一係合装置ＣＬ１を介して内燃機関ＥＮＧ側に伝達されるスリップトルクを無
制限に増加させると、回転電機ＭＧの回転速度の低下量が大きくなり、回転電機ＭＧの回
転速度が同期回転速度まで低下すると第二係合装置ＣＬ２が直結係合状態に移行してしま
う。第二係合装置ＣＬ２が直結係合状態に移行すると、トルク変動が車輪Ｗに伝達される
状態になる。そこで、始動制御部４７は、第一滑り制御において、回転電機ＭＧの回転速
度を同期回転速度より大きい回転速度に維持できる範囲内で、第一係合装置ＣＬ１の係合
圧を制御するように構成されている。
【００４７】
　第一及び第二係合装置ＣＬ１、ＣＬ２の合計スリップトルク（絶対値）から回転電機Ｍ
Ｇの最大トルクＴｍｇｍｘを減算して求めた回転電機ＭＧの不足トルクが大きいほど、回
転電機ＭＧの回転速度の低下量が大きくなる。そこで、始動制御部４７は、回転電機ＭＧ
の不足トルクが、予め設定した許容不足トルクになるように、第一係合装置ＣＬ１の係合
圧を増加させるように構成されている。許容不足トルクは、回転電機ＭＧの回転速度を同
期回転速度より大きい回転速度に維持できるような値に、実験などにより予め設定されて



(11) JP 6350676 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

いる。始動制御部４７は、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍｇｍｘから第二係合装置ＣＬ２
のスリップトルク（絶対値）を減算した余裕トルクに、予め設定した許容不足トルクを加
算したトルクの大きさが、第一係合装置ＣＬ１の伝達トルク容量になるように、第一係合
装置ＣＬ１の係合圧を増加させる。始動制御部４７は、回転電機ＭＧの出力特性を用い、
回転電機ＭＧの回転速度やバッテリの充電量などの運転条件に基づいて、回転電機ＭＧの
最大トルクＴｍｇｍｘを算出する。また、始動制御部４７は、第二係合装置ＣＬ２の係合
圧に応じて第二係合装置ＣＬ２のスリップトルクを算出する。本例では、始動制御部４７
は、車両要求トルクを第二係合装置ＣＬ２のスリップトルクとして算出する。
【００４８】
＜比較例のタイムチャート＞
　図３に、比較例のタイムチャートを示す。図３の例では、本実施形態とは異なり、第一
係合装置ＣＬ１を滑り係合状態に制御する制御において、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍ
ｇｍｘから第二係合装置ＣＬ２のスリップトルク（絶対値）を減算した余裕トルクより小
さいトルクを、第一係合装置ＣＬ１が回転電機ＭＧ側から内燃機関ＥＮＧ側に伝達するよ
うに、第一係合装置ＣＬ１の係合圧を制御するように構成されている（時刻Ｔ０３から時
刻Ｔ０４）。そのため、第一及び第二係合装置ＣＬ１、ＣＬ２の合計スリップトルク（絶
対値）は、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍｇｍｘを上回っておらず、回転電機ＭＧの出力
トルクは、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍｇｍｘ未満に制御されている（時刻Ｔ０３から
時刻Ｔ０４）。
【００４９】
　図３に示す例のように、アクセル開度が大きく、第二係合装置ＣＬ２を介して車輪Ｗ側
に伝達される回転電機ＭＧの出力トルク（第二係合装置ＣＬ２のスリップトルク）が大き
い場合は、余裕トルクの範囲内に第一係合装置ＣＬ１の係合圧の増加が制限され、第一係
合装置ＣＬ１のスリップトルクの大きさの増加が制限される。そのため、内燃機関ＥＮＧ
の回転速度の上昇速度の増加には限界があり、内燃機関ＥＮＧの始動の早期化には限界が
ある。一方、第一及び第二係合装置ＣＬ１、ＣＬ２の合計スリップトルクに対して、回転
電機ＭＧの出力トルクが不足していないので、回転電機ＭＧの回転速度は低下しておらず
、目標回転速度に維持されている（時刻Ｔ０３から時刻Ｔ０４）。このような比較例にお
いて、第一係合装置ＣＬ１のスリップトルクの大きさを制限せず、内燃機関ＥＮＧの始動
の早さを確保しようとすると、余裕トルクを大きく確保するために電動モードにおける回
転電機ＭＧの出力トルクの上限を低く制限する必要がある。すなわち、電動モードにおい
て回転電機が車輪に伝達可能なトルクが、回転電機が出力可能な最大トルクに対して、内
燃機関の始動に必要なトルク分だけ低いトルクとならざるを得ず、その分だけ、電動モー
ドを実行可能なトルク領域が狭く設定されることになる。
【００５０】
＜本実施形態のタイムチャート＞
　図４に、本実施形態のタイムチャートを示す。本実施形態では、上記したように、第一
滑り係合制御において、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍｇｍｘから第二係合装置ＣＬ２の
スリップトルク（絶対値）を減算した余裕トルクより大きいトルクを、第一係合装置ＣＬ
１が回転電機ＭＧ側から内燃機関ＥＮＧ側に伝達するように、第一係合装置ＣＬ１の係合
圧を制御する最大トルク超過制御を実行するように構成されている（時刻Ｔ１３から時刻
Ｔ１５）。そのため、第一及び第二係合装置ＣＬ１、ＣＬ２の合計スリップトルク（絶対
値）は、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍｇｍｘを上回っており、回転電機ＭＧの出力トル
クは、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍｇｍｘ付近に制御されている（時刻Ｔ１４から時刻
Ｔ１５）。
【００５１】
　図４の例も、図３の例と同様に、アクセル開度が大きく、第二係合装置ＣＬ２を介して
車輪Ｗ側に伝達される回転電機ＭＧの出力トルク（第二係合装置ＣＬ２のスリップトルク
の大きさ）が大きい場合である。但し、本例では、余裕トルクの範囲を超えて第一係合装
置ＣＬ１の係合圧が増加されており、比較例の場合よりも、第一係合装置ＣＬ１のスリッ
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プトルクの大きさを増加させることができている。そのため、比較例の場合よりも、内燃
機関ＥＮＧの回転速度の上昇速度を高くすることができており、内燃機関ＥＮＧの始動を
早期化させることができている。別の観点では、内燃機関ＥＮＧを始動するために必要な
トルクとして、車輪Ｗに伝達するトルクとは別に確保しておく必要がある回転電機ＭＧの
トルクを、比較例の場合よりも小さくすることができている。これにより、電動モードの
実行中に回転電機ＭＧから車輪Ｗ側へ伝達することができるトルクを大きく確保すること
が可能となり、その結果、電動モードを実行可能なトルク領域を拡大することができる。
【００５２】
　一方、第一及び第二係合装置ＣＬ１、ＣＬ２の合計スリップトルクに対して、回転電機
ＭＧの出力トルクが不足しているので、回転電機ＭＧの回転速度が、目標回転速度から低
下している（時刻Ｔ１４から時刻Ｔ１５）。しかし、始動制御部４７は、上記したように
、回転電機ＭＧの回転速度を同期回転速度より大きい回転速度に維持できる範囲内で、第
一係合装置ＣＬ１の係合圧を制御するように構成されているので、回転電機ＭＧの回転速
度は、同期回転速度より大きい回転速度に維持され、第一係合装置ＣＬ１は滑り係合状態
に維持されている（時刻Ｔ１４から時刻Ｔ１６）。回転電機ＭＧの回転速度が、内燃機関
ＥＮＧの回転速度まで低下すると、第一係合装置ＣＬ１が直結係合状態に移行し（時刻Ｔ
１５）、回転電機ＭＧの回転速度の低下が止まり、その後、内燃機関ＥＮＧ及び回転電機
ＭＧの回転速度が、一体的に上昇する（時刻Ｔ１５からＴ１６）。このように、最大トル
ク超過制御により、回転電機ＭＧの回転速度は、内燃機関ＥＮＧの回転速度まで低下する
。
【００５３】
　次に、図４に示すタイムチャートの例を参照して、加速始動制御について、詳細に説明
する。
　始動制御部４７は、内燃機関ＥＮＧが回転停止している状態において、アクセル開度が
判定開度以上に増加した、又はバッテリの充電量が判定充電量以下に減少した等により、
運転モードが電動モードからパラレルモードに変化した場合に、加速始動制御の開始条件
が成立したと判定するように構成されている。図４の例では、時刻Ｔ１１までの初期状態
では、車速及び回転電機ＭＧの回転速度がゼロであり、内燃機関ＥＮＧが回転停止してお
り、第一係合装置ＣＬ１が解放状態であり、第二係合装置ＣＬ２が直結係合状態である。
時刻Ｔ１１で、アクセル開度が判定開度以上に増加し、運転モードが電動モードからパラ
レルモードに変化しため、加速始動制御が開始されている。始動制御部４７は、アクセル
開度の増加により増加した車両要求トルクに応じたトルクを回転電機要求トルクに設定し
、回転電機ＭＧに車両要求トルクに応じたトルク（本例では車両要求トルクに等しいトル
ク）を出力させるトルク制御を行う（時刻Ｔ１１以降）。その後、車速（出力軸Ｏの回転
速度、同期回転速度）がゼロから増加し始める。
【００５４】
　始動制御部４７は、加速始動制御の開始後、第二係合装置ＣＬ２を滑り係合状態に制御
する第二滑り制御を開始している（時刻Ｔ１１以降）。始動制御部４７は、目標変速段を
形成する変速装置ＴＭの複数の係合装置の１つを、第二係合装置ＣＬ２に設定する。一方
、始動制御部４７は、目標変速段を形成する変速装置ＴＭの複数の係合装置の内、第二係
合装置ＣＬ２以外の係合装置を直結係合状態に制御する（不図示）。始動制御部４７は、
第二係合装置ＣＬ２を直結係合状態から滑り係合状態に移行させるために、第二係合装置
ＣＬ２の係合圧を完全係合圧から低下させる。完全係合圧とは、駆動力源から係合装置に
伝達されるトルクが変動しても滑りのない係合状態を維持できる係合圧である。始動制御
部４７は、滑り係合状態の第二係合装置ＣＬ２を介して回転電機ＭＧ側から車輪Ｗ側に伝
達されるスリップトルクが、車両要求トルクに応じたトルク（本例では車両要求トルクに
等しいトルク）になるように、第二係合装置ＣＬ２の油圧指令を、車両要求トルクに応じ
て設定している（時刻Ｔ１１～時刻Ｔ１９）。図４には、回転電機ＭＧの回転速度の挙動
を理解し易いように、回転電機ＭＧの慣性系に作用するトルクを、回転電機作用トルクと
して示している。ここで、回転電機ＭＧの慣性系とは、第一係合装置ＣＬ１及び第二係合
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装置ＣＬ２が滑り係合状態である場合に、回転電機ＭＧと一体的に回転する回転部材の慣
性系であり、第一係合装置ＣＬ１と第二係合装置ＣＬ２との間の回転部材の慣性系である
。
【００５５】
　始動制御部４７は、第二係合装置ＣＬ２の回転速度差に対応する、回転電機ＭＧの回転
速度と同期回転速度との回転速度差が判定値を上回り、第二係合装置ＣＬ２が滑り係合状
態に移行したと判定した後、回転電機ＭＧの回転速度が、同期回転速度よりも高い回転速
度になるように、回転電機ＭＧを制御する回転速度制御を開始している（時刻Ｔ１２から
時刻Ｔ１９）。始動制御部４７は、回転速度制御において、回転電機ＭＧの回転速度が、
同期回転速度よりも高く設定された目標回転速度に近づくように、回転電機ＭＧの出力ト
ルク（回転電機要求トルク）を変化させるフィードバック制御を行うように構成されてい
る。同期回転速度は、第二係合装置ＣＬ２の回転速度差がなくなる回転電機ＭＧの回転速
度である。始動制御部４７は、出力軸Ｏの回転速度に、変速装置ＴＭに形成されている変
速段の変速比を乗算して、同期回転速度を算出する。始動制御部４７は、回転電機ＭＧの
目標回転速度を、内燃機関ＥＮＧが始動可能な内燃機関ＥＮＧの回転速度以上に設定して
いる。本実施形態では、始動制御部４７は、回転電機ＭＧの目標回転速度を、内燃機関Ｅ
ＮＧの始動可能な回転速度以上で且つ、予め設定した目標回転速度差を同期回転速度に加
算した回転速度以上になるように設定している。始動制御部４７は、回転速度制御の開始
後、目標回転速度を同期回転速度から次第に増加させるスイープアップを行っている（時
刻Ｔ１２から時刻Ｔ１３）。回転電機ＭＧの回転速度を増加させるため、回転電機ＭＧと
一体回転する回転部材の慣性モーメントに応じたイナーシャトルク分、回転電機ＭＧの出
力トルクが増加している（時刻Ｔ１２から時刻Ｔ１３）。
【００５６】
　始動制御部４７は、加速始動制御の開始後、第一係合装置ＣＬ１を解放状態から滑り係
合状態に制御する第一滑り制御を開始している（時刻Ｔ１１以降）。始動制御部４７は、
第一滑り制御の開始後、第一係合装置ＣＬ１の係合圧をストロークエンド圧付近まで増加
させる予備充填を行っている（時刻Ｔ１１からＴ１３）。始動制御部４７は、予備充填の
開始直後、第一係合装置ＣＬ１の油圧指令を、ストロークエンド圧よりも一時的に増加さ
せ、実圧の立ち上がりを速めている。始動制御部４７は、目標回転速度のスイープアップ
を終了し、回転電機ＭＧの回転速度が目標回転速度まで増加した後、第一係合装置ＣＬ１
の油圧指令をストロークエンド圧から増加させて、第一係合装置ＣＬ１を滑り係合状態に
移行させている（時刻Ｔ１３以降）。
【００５７】
　始動制御部４７は、最大トルク超過制御により、回転電機ＭＧの最大トルクＴｍｇｍｘ
から第二係合装置ＣＬ２のスリップトルク（絶対値）を減算した余裕トルクより大きいト
ルクを、第一係合装置ＣＬ１が回転電機ＭＧ側から内燃機関ＥＮＧ側に伝達するように、
第一係合装置ＣＬ１の係合圧（油圧指令）を増加させている（時刻Ｔ１３から時刻Ｔ１５
）。これにより、始動制御部４７は、第一滑り制御において、回転電機ＭＧの回転速度を
低下させている。本実施形態では、上記したように、始動制御部４７は、回転電機ＭＧの
最大トルクＴｍｇｍｘから第二係合装置ＣＬ２のスリップトルク（絶対値）を減算した余
裕トルクに、予め設定した許容不足トルクを加算したトルクの大きさが、第一係合装置Ｃ
Ｌ１の伝達トルク容量（スリップトルク）になるように、第一係合装置ＣＬ１の係合圧（
油圧指令）を増加させるように構成されている。
【００５８】
　時刻Ｔ１３で第一係合装置ＣＬ１の油圧指令がステップ的に増加された後、第一係合装
置ＣＬ１の実際の係合圧（油圧）は遅れを有して増加し、第一係合装置ＣＬ１のスリップ
トルクの大きさは遅れを有して増加する（時刻Ｔ１３から時刻Ｔ１５）。第一係合装置Ｃ
Ｌ１のスリップトルクの大きさが増加すると、回転電機ＭＧの回転速度が低下しようとす
る。そのため、回転速度制御によって、第一係合装置ＣＬ１のスリップトルクの大きさの
増加を補償するように、回転電機ＭＧの出力トルクが増加されていく（時刻Ｔ１３から時
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刻Ｔ１４）。時刻Ｔ１４で、回転電機ＭＧの出力トルクが、最大トルクＴｍｇｍｘに到達
すると、回転電機ＭＧの出力トルクの増加が最大トルクＴｍｇｍｘで上限制限される。そ
の後も、第一係合装置ＣＬ１のスリップトルクの大きさが増加するので、第一及び第二係
合装置ＣＬ１、ＣＬ２の合計スリップトルクに対して、回転電機ＭＧの出力トルクが不足
し、不足量が増加していく。そのため、回転電機ＭＧの慣性系に作用する合計トルク（詳
細には、第一係合装置ＣＬ１のスリップトルク、第二係合装置ＣＬ２のスリップトルク、
及び回転電機ＭＧの出力トルクの合計トルク）が、ゼロよりも低下していき、回転電機Ｍ
Ｇの回転速度が、目標回転速度から低下していく（時刻Ｔ１４から時刻Ｔ１５）。
【００５９】
　一方、第一係合装置ＣＬ１のスリップトルクの大きさが増加していき、内燃機関ＥＮＧ
のフリクショントルクを上回ると、内燃機関ＥＮＧの回転速度が、ゼロから上昇していく
（時刻Ｔ１３から時刻Ｔ１５）。回転電機ＭＧの出力トルクが不足するまで、第一係合装
置ＣＬ１のスリップトルクの大きさが増加されているので、図３の比較例の場合よりも、
内燃機関ＥＮＧの回転速度の上昇速度を増加させることができ、内燃機関ＥＮＧの回転速
度の上昇を速めることができている。内燃機関ＥＮＧの回転速度の立ち上がりが早められ
ているので、燃料噴射等の内燃機関ＥＮＧの燃焼開始制御の開始時期を早めることができ
、内燃機関ＥＮＧの燃焼開始を早められる。
【００６０】
　回転電機ＭＧの回転速度が、上昇している内燃機関ＥＮＧの回転速度まで低下すると、
第一係合装置ＣＬ１の回転速度差がなくなり、直結係合状態に移行する（時刻Ｔ１５）。
始動制御部４７は、回転電機ＭＧの回転速度と内燃機関ＥＮＧの回転速度との回転速度差
が判定閾値以下になった場合に、第一滑り制御を終了し、第一係合装置ＣＬ１の係合圧（
油圧指令）を、完全係合圧まで増加させる（時刻Ｔ１５以降）。第一係合装置ＣＬ１が直
結係合状態に移行すると、第一係合装置ＣＬ１は、伝達トルク容量の大きさのスリップト
ルクを伝達しなくなり、伝達トルク容量の範囲内の所定のトルクを伝達するようになるた
め、第一係合装置ＣＬ１の伝達トルクの大きさが減少する。具体的には、一体回転する内
燃機関ＥＮＧの慣性系及び回転電機ＭＧの慣性系に作用する合計トルク（具体的には、回
転電機ＭＧの出力トルクから第二係合装置ＣＬ２のスリップトルクの大きさなどを減算し
たトルク）を、内燃機関ＥＮＧの慣性系の慣性モーメントと回転電機ＭＧの慣性系の慣性
モーメントとの比で分配したトルクが、第一係合装置ＣＬ１を介して伝達されるようにな
る。その後、内燃機関ＥＮＧ及び回転電機ＭＧの回転速度が、目標回転速度まで一体的に
上昇していく（時刻Ｔ１５からＴ１６）。回転電機ＭＧの回転速度が、目標回転速度まで
上昇すると、内燃機関ＥＮＧ及び回転電機ＭＧのイナーシャトルクが減少するので、回転
電機ＭＧの出力トルクが最大トルクＴｍｇｍｘから減少している（時刻Ｔ１６から時刻Ｔ
１７）。
【００６１】
　時刻Ｔ１７で内燃機関ＥＮＧの燃焼が開始すると、内燃機関ＥＮＧの出力トルクの増加
に応じて、直結係合状態の第一係合装置ＣＬ１の伝達トルクが増加していく（時刻Ｔ１７
以降）。第一係合装置ＣＬ１の伝達トルクが増加すると、回転電機ＭＧの回転速度が上昇
しようとする。そのため、回転速度制御によって、第一係合装置ＣＬ１の伝達トルクの増
加を補償するように、回転電機ＭＧの出力トルクが減少していく（時刻Ｔ１７から時刻Ｔ
１８）。始動制御部４７は、内燃機関ＥＮＧの燃焼開始が完了すると、目標回転速度を同
期回転速度まで次第に減少させるスイープダウンを行う（時刻Ｔ１８から時刻Ｔ１９）。
始動制御部４７は、回転電機ＭＧの回転速度と同期回転速度との回転速度差が判定閾値以
下になった後、第二係合装置ＣＬ２の係合圧（油圧指令）を完全係合圧まで増加させ、第
二係合装置ＣＬ２を直結係合状態に移行させると共に、回転電機ＭＧの回転速度制御を終
了する。そして、車両要求トルク等に基づいて算出された回転電機要求トルクを回転電機
ＭＧに出力させるトルク制御を開始する（時刻Ｔ１９以降）。また、始動制御部４７は、
内燃機関ＥＮＧの燃焼開始後、車両要求トルク等に基づいて算出された内燃機関要求トル
クを内燃機関ＥＮＧに出力させるトルク制御を行っている（時刻Ｔ１７以降）。始動制御
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部４７は、第二係合装置ＣＬ２を直結係合状態に移行させた後、加速始動制御を終了する
。
【００６２】
＜加速始動制御のフローチャート＞
　次に、加速始動制御の処理について、図５のフローチャートを参照して説明する。
　まず、始動制御部４７は、ステップ♯０１で、上記のように、加速始動制御の開始条件
が成立したか否かを判定し、開始条件が成立したと判定した場合（ステップ♯０１：Ｙｅ
ｓ）に、一連の加速始動制御を開始する。始動制御部４７は、加速始動制御の開始後、上
記したように、第二係合装置ＣＬ２を滑り係合状態に制御する第二滑り制御を開始する（
ステップ♯０２）。また、始動制御部４７は、上記したように、第一係合装置ＣＬ１を解
放状態から滑り係合状態に制御する第一滑り制御、及び最大トルク超過制御を開始する（
ステップ♯０３）。また、始動制御部４７は、第二滑り制御の開始後、上記したように、
回転電機ＭＧの回転速度制御を開始する（ステップ♯０４）。始動制御部４７は、第一滑
り制御の開始後、内燃機関ＥＮＧの燃焼開始制御を開始する（ステップ♯０５）。始動制
御部４７は、第一係合装置ＣＬ１の回転速度差が減少した場合（ステップ♯０６：Ｙｅｓ
）に、第一滑り制御を終了し、第一係合装置ＣＬ１を直結係合状態に移行させる（ステッ
プ♯０７）。始動制御部４７は、内燃機関ＥＮＧの燃焼開始が完了したと判定した場合（
ステップ♯０８：Ｙｅｓ）に、第二係合装置ＣＬ２を直結係合状態に移行させ、第二滑り
制御及び回転速度制御を終了し（ステップ♯０９）、加速始動制御を終了する。
【００６３】
２．その他の実施形態
　次に、その他の実施形態について説明する。なお、以下に説明する各実施形態の構成は
、それぞれ単独で適用されるものに限られず、矛盾が生じない限り、他の実施形態の構成
と組み合わせて適用することも可能である。
【００６４】
（１）上記の実施形態においては、変速装置ＴＭの複数の係合装置の中の１つが、第二係
合装置ＣＬ２に設定されている場合を例として説明したが、これに限定されない。すなわ
ち、車両用駆動装置１は、図６に示すように、回転電機ＭＧと変速装置ＴＭと間の動力伝
達経路２に更に係合装置を備え、当該係合装置が、第二係合装置ＣＬ２に設定されるよう
に構成されてもよい。或いは、車両用駆動装置１は、変速装置ＴＭと車輪Ｗと間の動力伝
達経路２に更に係合装置を備え、当該係合装置が、第二係合装置ＣＬ２に設定されるよう
に構成されてもよい。或いは、図６に示す車両用駆動装置１において、変速装置ＴＭが備
えられないように構成されてもよい。
　或いは、車両用駆動装置１は、図７に示すように、回転電機ＭＧと変速装置ＴＭと間の
動力伝達経路２に更にトルクコンバータＴＣを備え、トルクコンバータＴＣの入出力部材
間を直結係合状態にするロックアップクラッチが、第二係合装置ＣＬ２に設定されるよう
に構成されてもよい。
【００６５】
（２）上記の実施形態においては、第一係合装置ＣＬ１及び第二係合装置ＣＬ２が油圧に
より制御される係合装置である場合を例として説明したが、これに限定されない。すなわ
ち、第一係合装置ＣＬ１及び第二係合装置ＣＬ２の一方又は双方は、油圧以外の駆動力、
例えば、電磁石の駆動力、サーボモータの駆動力など、により制御される係合装置であっ
てもよい。
【００６６】
（３）上記の実施形態においては、変速装置ＴＭが有段の自動変速装置である場合を例と
して説明したが、これに限定されない。すなわち、変速装置ＴＭが、連続的に変速比を変
更可能な無段の自動変速装置など、有段の自動変速装置以外の変速装置にされるように構
成されてもよい。この場合も、変速装置ＴＭに備えられた係合装置が、内燃機関ＥＮＧの
始動制御中に係合状態が制御される第二係合装置ＣＬ２に設定され、或いは変速装置ＴＭ
とは別に設けられた係合装置が第二係合装置ＣＬ２とされてもよい。
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【００６７】
（４）上記の実施形態においては、第二係合装置ＣＬ２がクラッチである場合を例として
説明したが、これに限定されない。すなわち、第二係合装置ＣＬ２がブレーキであっても
よい。この場合において、第一回転部材Ｒ１は、第二係合装置ＣＬ２により選択的に回転
が停止される部材に対して回転電機ＭＧ側の回転部材であって第二係合装置ＣＬ２との間
に他の係合装置を介していない回転部材であれば、いずれの回転部材であってもよい。同
様に、第二回転部材Ｒ２は、第二係合装置ＣＬ２により選択的に回転が停止される部材に
対して車輪Ｗ側の回転部材であって第二係合装置ＣＬ２との間に他の係合装置を介してい
ない回転部材であれば、いずれの回転部材であってもよい。
【００６８】
（５）上記の実施形態において、制御装置３０は、複数の制御ユニット３２～３４を備え
、これら複数の制御ユニット３２～３４が分担して複数の機能部４１～４７を備える場合
を例として説明したが、これに限定されない。すなわち、制御装置３０は、上述した複数
の制御ユニット３２～３４を任意の組み合わせで統合又は分離した制御装置として備える
ようにしてもよく、複数の機能部４１～４７の分担も任意に設定することができる。
【００６９】
（６）上記の実施形態において、始動制御部４７は、最大トルク超過制御の実行中に、回
転電機ＭＧの出力トルクを最大トルクＴｍｇｍｘまで増加させる場合を例として説明した
が、これに限定されない。すなわち、始動制御部４７は、最大トルク超過制御の実行中に
、回転電機ＭＧの出力トルクを、最大トルクＴｍｇｍｘよりも小さいトルクまで増加させ
るように構成されてもよい。
【００７０】
（７）上記の実施形態において、図４のタイムチャートの例において、加速始動制御を開
始する前の初期条件が、車両の停止状態（車輪Ｗの回転停止状態）である場合を例として
説明したが、これに限定されない。例えば、加速始動制御を開始する前の初期条件が、運
転モードが電動モードに設定されており、第一係合装置ＣＬ１が解放状態で、内燃機関Ｅ
ＮＧが回転停止しており、第二係合装置ＣＬ２が直結係合状態で、回転電機ＭＧの出力ト
ルクにより車両が走行している状態（車輪Ｗが回転している状態）であってもよい。
【００７１】
（８）上記の実施形態においては、第一係合装置ＣＬ１は供給油圧（油圧指令）を増加さ
せることで伝達トルク容量（係合圧）が増加するように構成されている場合を例として説
明したが、これに限定されない。すなわち、第一係合装置ＣＬ１は供給油圧（油圧指令）
を減少させることで伝達トルク容量（係合圧）が増加するように構成されてもよい。この
場合は、例えば、リターンばねが係合側に付勢しており、第一係合装置ＣＬ１への供給油
圧が解放側に押圧するように構成されてもよい。この場合は、始動制御部４７は、第一滑
り制御において、第一係合装置ＣＬ１の供給油圧（油圧指令）を減少させることで、第一
係合装置ＣＬ１の係合圧を増加させるように構成される。
【００７２】
３．上記実施形態の概要
　以上で説明した実施形態は、少なくとも以下の構成を備えている。
　内燃機関（ＥＮＧ）と車輪（Ｗ）とを結ぶ動力伝達経路（２）に、内燃機関（ＥＮＧ）
の側から順に、第一係合装置（ＣＬ１）、回転電機（ＭＧ）、及び第二係合装置（ＣＬ２
）が設けられた車両用駆動装置（１）を制御対象とする制御装置（３０）であって、内燃
機関（ＥＮＧ）が回転停止している状態から、回転電機（ＭＧ）の出力トルクを車輪（Ｗ
）に伝達しつつ、回転電機（ＭＧ）によって内燃機関（ＥＮＧ）を始動させる際に、第二
係合装置（ＣＬ２）を滑り係合状態に制御する第二滑り制御を実行し、第二滑り制御の実
行中に、解放状態である第一係合装置（ＣＬ１）を滑り係合状態に制御する第一滑り制御
を実行し、第一滑り制御において、回転電機（ＭＧ）の回転速度を低下させるように、第
一係合装置（ＣＬ１）の係合圧を制御し、前記第一滑り制御の実行中に、前記回転電機（
ＭＧ）は、当該回転電機（ＭＧ）が出力可能な最大トルク（Ｔｍｇｍｘ）を出力し、前記
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第一滑り制御における前記第一係合装置（ＣＬ１）の係合圧の制御は、前記回転電機（Ｍ
Ｇ）側から前記第一係合装置（ＣＬ１）を介して前記内燃機関（ＥＮＧ）側に伝達される
トルクと、前記第二係合装置（ＣＬ２）を介して前記車輪（Ｗ）側に伝達されるトルクと
の合計値が、前記回転電機（ＭＧ）が出力可能な前記最大トルク（Ｔｍｇｍｘ）を上回る
ように、前記第一係合装置（ＣＬ１）の係合圧を制御するものである。
【００７３】
　このような構成により、前記第二滑り制御の実行中に、回転電機（ＭＧ）の回転速度が
、前記第一滑り制御により低下する。そして、このような回転電機（ＭＧ）の回転速度の
低下に対する反力としてのイナーシャトルクが、第一係合装置（ＣＬ１）を介して内燃機
関（ＥＮＧ）側に伝達される。すなわち、回転電機（ＭＧ）の回転エネルギをトルクに変
換して内燃機関（ＥＮＧ）側に伝達することで、回転電機（ＭＧ）の出力トルクよりも大
きいトルクを内燃機関（ＥＮＧ）側へ伝達することができる。従って、内燃機関（ＥＮＧ
）を始動するために必要なトルクとして、車輪（Ｗ）に伝達するトルクとは別に確保して
おく必要がある回転電機（ＭＧ）のトルクを、その分だけ小さくすることができる。これ
により、電動モード（ＥＶモード）の実行中に回転電機（ＭＧ）から車輪（Ｗ）側へ伝達
することができるトルクを大きく確保することが可能となり、その結果、電動モードを実
行可能なトルク領域を拡大することができる。
　また、滑り係合状態の第一係合装置（ＣＬ１）を介して回転電機（ＭＧ）側から内燃機
関（ＥＮＧ）側に伝達される伝達トルクと、滑り係合状態の第二係合装置（ＣＬ２）を介
して回転電機（ＭＧ）側から車輪（Ｗ）側に伝達される伝達トルクと、の合計伝達トルク
が、回転電機（ＭＧ）の最大トルク（Ｔｍｇｍｘ）を上回り、回転電機（ＭＧ）の出力ト
ルクが不足する。従って、前記第一滑り制御において、回転電機（ＭＧ）の回転速度を低
下させるように、第一係合装置（ＣＬ１）の係合圧が制御されることになる。これにより
、回転電機（ＭＧ）の回転速度の低下に対する反力としてのイナーシャトルクを、内燃機
関（ＥＮＧ）側に伝達することができる。
【００７６】
　また、前記第一滑り制御において、第二係合装置（ＣＬ２）を滑り係合状態に維持でき
る範囲内で、第一係合装置（ＣＬ１）の係合圧を制御すると好適である。
【００７７】
　この構成によれば、第一係合装置（ＣＬ１）の係合圧の増加により、回転電機（ＭＧ）
の回転速度が低下して、第二係合装置（ＣＬ２）が直結係合状態に移行することを抑制で
きる。よって、第二係合装置（ＣＬ２）が直結係合状態に移行することにより、トルクシ
ョックが車輪（Ｗ）に伝達されることを抑制できる。
【００７８】
　また、前記第二滑り制御の実行中に、回転電機（ＭＧ）の回転速度を、第二係合装置（
ＣＬ２）の回転速度差がなくなる回転電機（ＭＧ）の回転速度である同期回転速度よりも
高い目標回転速度に近づけるように、回転電機（ＭＧ）を制御する回転速度制御を実行し
、前記目標回転速度が、内燃機関（ＥＮＧ）が始動可能な内燃機関（ＥＮＧ）の回転速度
以上に設定されていると好適である。
【００７９】
　この構成によれば、第一係合装置（ＣＬ１）の係合圧の増加により、回転電機（ＭＧ）
の回転速度が、内燃機関（ＥＮＧ）が始動可能な回転速度未満に一時的に低下しても、最
終的に回転電機（ＭＧ）の回転速度を内燃機関（ＥＮＧ）が始動可能な回転速度まで上昇
させて、内燃機関（ＥＮＧ）を始動させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本開示に係る技術は、内燃機関と車輪とを結ぶ動力伝達経路に、前記内燃機関の側から
順に、第一係合装置、回転電機、及び第二係合装置が設けられた車両用駆動装置を制御対
象とする制御装置に好適に利用することができる。
【符号の説明】
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【００８１】
１　　　　：車両用駆動装置
２　　　　：動力伝達経路
３０　　　：車両用駆動装置の制御装置（制御装置）
４７　　　：始動制御部
ＣＬ１　　：第一係合装置
ＣＬ２　　：第二係合装置
ＥＮＧ　　：内燃機関
ＭＧ　　　：回転電機
Ｏ　　　　：出力軸
Ｔｍｇｍｘ：回転電機の最大トルク
Ｗ　　　　：車輪

【図１】 【図２】
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